
グリーン物流パートナーシップ会議
平成18年度の取組について
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CO2排出量算定手法の作成

●多様な取組に応じた算定手
法の策定と標準化

普及・広報

●優良事例の選出とＰＲ
●普及拡大に向けた広報

グリーン物流モデル事業・
普及事業

●事業の醸成・評価

◆荷主企業の積極的な参加による取組の裾野の拡大
◆荷主･物流事業者の協働によるCO2排出削減計画の策定
◆関係省庁の連携による積極的な支援

荷主企業・流通事業者
および各業界団体

物流事業者
および事業者団体

監査法人等 シンクタンク 研究機関 研究者
国の地方局 地方自治体 その他

JILS 日本物流団体連合会 経済産業省 国土交通省 日本経済団体連合会

グリーン物流パートナーシップ会議

グリーン物流パートナーシップ会議を通じた取組の
促進

トラック輸送効率化 国際複合一貫輸送 複数荷主によるﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄ ３PL事業による物流最適化

荷主別ラックの活用とトラック
大型化により多数荷主の幹線
輸送を共同化

フラットラックコンテナを活用
しJRの12ft汎用コンテナによ
る国際一貫輸送を実施

複数荷主の参加により大規模
にモーダルシフトを実施

物流拠点整備により保管・輸配送
を総合的に効率化し、
物流システムを最適化 １



グリーン物流パートナーシップ会議の取組状況
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平成18年度

平成18年度補助金について

【モデル事業】
荷主と連携した先進性のある取組みを支援

拡充

【普及事業(新設)】
グリーン物流に係る取組みについて

一層の裾野拡大・普及
（本格普及事業・地方への展開）

・案件の発掘等は地方主導で
・モーダルシフト、共同輸配送、３ＰＬ、物流拠点集約等
の普及型事業への補助

平
成
17
年
度

約
８
億
円

* * 

30
億
円
程
度

*       

億
円

【金額は、*印：経済産業省予算、* *印：新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のエネル
ギー使用合理化事業者支援事業に対する物流事業者等からの応募見込み額】

9.8

グリーン物流に係る取組みの一層の裾野拡大・普及を図るため、平成17年度のモデル事業への支援に加え、普及
事業へも支援。
普及事業については、地方版グリーン物流パートナーシップ会議を通じて事業の発掘・造成を行い、本省における
グリーン物流パートナーシップ会議の推進決定後、経済産業省と国土交通省の認定を受け、補助金の支援を受ける
ことが可能。

拡充
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グリーン物流パートナーシップによる取組みの拡大に向けた新たな展
開

グリーン物流
パートナーシップ

会議

荷主企業と物流事
業者が連携・協働し
て行うCO2排出削
減に向けたプロジェ
クトを造成・推進決
定
⇒モデル事業補助
⇒排出量算定指標

策定
⇒優良事例の広報

経
済
産
業
省
と

平成17年度

国
土
交
通
省
の
連
携

グリーン物流パートナーシップ会議（本
省）

地方版グリーン物流パートナーシップ会議

・モデル事業、普及事業の推進決定
・モデル事業の醸成・評価

平成18年度

トラック輸送効率化

荷主別ラックの活用とトラッ
ク大型化により多数荷主の
幹線輸送を共同化

複数荷主によるﾓｰﾀﾞﾙｼ
ﾌﾄ

複数荷主の参加により大規
模にモーダルシフトを実施

グリーン物流に係
る取組について、
一層の裾野拡大・
普及

⇒本格普及事業
⇒地方への展開

拡充

継続・拡充

【構成】
地方経済産業局、地方運輸局、地方整備局、地方自
治体、地方経済団体、荷主団体、物流団体、有識
者等で構成

【役割】
・普及事業の案件発掘・醸成
・普及事業の審査、プライオリティ付け

４



モデル事業と普及事業について（１）

・物流システムの省エネルギー化（省
ＣＯ２化）に必要な追加的経費（施設・
設備の調達費用、システム設計費等）。
・例 ： コンテナ、シャーシ、ボックスパ
レット、フォークリフト、デッキバージ等
の購入費、設備等借上げ費、倉庫の
改造等の工事費、等
・土地、建物等不動産は補助対象とし
ない。
・システムの開発費は認められない。

・輸送方法等の転換に必要な追加的
経費
（人件費、設備機器等の購入又は使
用料、システム開発費、その他諸経費
等） ・例 ：システム開発に係る外注費、
ＰＣ・サーバ・ＩＣタグ等の機器購入・
リース費、設備購入および改造工事費、
等
・土地、建物等の不動産は補助対象と
しない。

補助対象経費

・荷主企業と物流事業者のパートナー
により実施される物流の改善方策を通
じて、排出されるＣＯ２削減などの省エ
ネ効果が明確に見込まれるもの。
・事業の新規性は問わない。
・平成18年度に実施されるもの。
・既存事業のリプレイスにより環境負
荷を低減する事業を対象とする。（新
規事業の場合、事業実施前の環境負
荷量の推定が困難であるため）

・荷主企業と物流事業者のパートナー
により実施される物流の改善方策を通
じて、排出されるＣＯ２削減などの省エ
ネ効果が明確に見込まれるもの。
・従来のビジネスモデルには見られな
い新規性のある工夫があるもの。
・平成18年度に実施されるもの。

補助対象事業

普及事業モデル事業項 目
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モデル事業と普及事業について（２）

1事業につき原則5億円
１事業につき1億円
（注：「１事業者につき」ではない）

補助金上限額

1/31/2補助率

・製造業、卸・小売業等の荷主企業及
び貨物自動車運送事業者、貨物利用
運送事業者、鉄道事業者、海上運送
事業者、港湾運送事業者、倉庫業者
その他これらに準ずる者。（地方公共
団体も可。また、外資系企業でも日本
で登記を行っている企業であれば補助
対象事業者とする。）
・法人格を有すること。

荷主企業及び物流事業者その他それ
らに準ずる者。（システム会社、コンサ
ル会社等の直接的に輸配送に関わる
プレイヤーとならない者は対象としな
い）

補助対象事業者

普及事業モデル事業項 目

６



モデル事業と普及事業について（３）

ロジスティクス分野におけるＣＯ２排出量算定方法共同ガイドライン（経済産業
省、国土交通省）の簡易算定マニュアルにより算定

省エネ効果（ＣＯ２
排出削減量）算定
方法

①事業費あたり年間省エネ量及び省
エネルギー率（提案時に算定）
②政策的評価（政策的意義が高いも
の、地域のボトルネック解消に資する
もの、物流効率化法の計画作成案件
等）
①②を勘案し、順位付けを行い、予算
の範囲内で認定。

①CO2削減効果
②政策的評価（政策的意義が高いも
の、地域のボトルネック解消に資する
もの、物流効率化法の計画作成案件
等）
③事業の新規性
①②③を勘案し、順位付けを行い、予
算の範囲内で認定。

認定基準

原則単年度
（ただし、事業規模が大きくなり、単年
度では、事業効果が発揮されない事
業については、「エネルギー使用合理
化事業者支援事業」に準じ複数年度
事業とすることを認めることとする。そ
の場合、初年度に複数年度事業全体
の計画（事業計画書）を別途添付する
こと。）

単年度（複数年度は認めない）事業期間

普及事業モデル事業項 目
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モデル事業と普及事業について（４）

ＮＥＤＯ
経済産業省商務情報政策局流通・物
流政策室

補助金交付申請先

経済産業省各地方経済産業局または
国土交通省各地方運輸局・神戸運輸
監理部・沖縄総合事務局

経済産業省商務情報政策局流通・物
流政策室または国土交通省政策統括
官付政策調整官（物流担当）付

提案提出先

共同申請とする。
当該事業に補助金が交付される場合
は、代表事業者に補助金が交付され、
その代表者から各事業者へ配分。

共同申請とする。
複数事業者に補助金が交付される場
合は、各事業者ごとに補助金を交付
するものとする。

1事業に複数の交
付申請者がある場
合

普及事業モデル事業項 目
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物流事業等における主な省エネ事業（普及事業）の例（１）

従 前

改良後

貨
物
駅

貨
物
駅

従 前

改良後

港
湾

港
湾

２．海運へのモーダルシフト

１．鉄道へのモーダルシフト

※改良後の方が省エネ効果が高いことが前提

従 前

改良後

３．海運から鉄道へのモーダルシフト

港
湾

港
湾

貨
物
駅

貨
物
駅

９



物流事業等における主な省エネ事業（普及事業）の例（２）

※改良後の方が省エネ効果が高いことが前提

従 前

改良後

４．拠点集約化・輸送共同化による物流効率化

積
換
場

積
換
場

５．サードパーティロジスティクスに際しての物流効率化

改良後

在庫管理等も含めて
一元管理

（アウトソーシング）

例えば、輸送手段として、鉄道、船舶等を
利用したモーダルシフトを活用

※

従 前

（自家物流等）

（調達拠点）
（生産拠点）

１０



提案募集
（グリーン物流パートナーシップ会議ホームページ等）

提 案 受 付

経済産業省各地方経済産業局
または

国土交通省各地方運輸局

提案申請から推進決定までの流れ

内容審査

本省グリーン物流パート
ナーシップ会議

内容審査

各局グリーン物流パートナー
シップ会議

推進決定

グリーン物流パートナーシップ会議事業調整・評価WG
（本省）

１月３０日

１月３０日～
３月１３日

３月

４月中旬

事業認定

経済産業省流通・物流政策室長
及び

国土交通省政策調整官

４月中旬

（グリーン物流モデル事業）

提 案 受 付

経済産業省流通・物流政策室
または

国土交通省政策調整官
（物流担当）付

（グリーン物流普及事業）（グリーン物流モデル事業）

（グリーン物流普及事業）

（グリーン物流普及事業）

事業者においてモデ
ル事業または普及
事業を選択

情報共有

情報共有

・内容の審査

・プライオリ
ティ付け

を行う

・推進決定

（オーソライズ）
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グリーン物流モデル事業
省エネ補助事業

（グリーン物流普及事業）

（独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機
構（ＮＥＤＯ）の補助制度を

活用）

公 募

（経済産業省本省ＨＰ）

申 請

（経済産業省流通・物流政策室）

審 査

（経済産業省流通・物流政策室）

審 査

ＮＥＤＯ

交付決定

ＮＥＤＯへ申請

（国の事業認定が前提）

交付決定

～５月上旬

４月中旬

６月下旬
（1次）

５月中旬～
６月中旬

～５月上旬

推進決定から補助金交付決定までの流れ

事業者は交
付申請様式に
て申請

Ｇ物流Ｐ会議の推
進決定を加味

５月中旬～
６月中旬

６月下旬

１2



シンボルマーク・ロゴマーク決定について

荷主企業と物流事業者の連携 ( パートナーシップ）をグリーン ( 葉っぱ ) を

モチーフに表現しました。車輪はモノを運ぶ躍動感をイメージしています。



グリーン物流パートナーシップ マーク使用例

例① トラックへの貼付 例③ 名刺への貼付

例② コンテナへの貼付

会員の皆様には様々な用途でご利用いただけます。

グリーン物流株式会社

グリーン 太郎
代表取締役社長

〒***-**** 東京都*********
TEL 03-****-****

    FAX  03-****-****
 e-mail  ***@********.co.jp

これらマークの使用規約やダウンロード方法に

関してはホームページをご覧ください。

http://www.greenpartnership.jp/




